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船舶事故調査報告書 
 

 

  船 種 船 名 貨物船 WIEBKE 

  ＩＭＯ番号 ９１９７４７８ 

  総 ト ン 数 ８,３９７トン 

 

  船 種 船 名 貨物船 MARINE PEACE 

  ＩＭＯ番号 ８８１０３５８ 

  総 ト ン 数 ４３０トン 

 

  事 故 種 類 衝突 

  発 生 日 時 平成２２年３月２３日 ００時５５分２２秒ごろ 

  発 生 場 所 関門港関門航路の福岡県北九州市門司埼沖 

門司埼灯台から真方位２８７°１２０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５７.７′ 東経１３０°５７.７′） 

 

 

平成２３年１２月２２日 

                  運輸安全委員会（海事部会）議決 

委 員 長  後 藤 昇 弘  

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長）   

                     委   員  庄 司 邦 昭 

                                     委   員  石 川 敏 行 

 

 

１ 船舶事故調査の経過 

 

１.１ 船舶事故の概要 

 貨物船WIEBKE
ウ エ ブ ケ

は、船長ほか１８人が乗り組み、大韓民国馬山
マ サ ン

港を出港し、阪神港神

戸区に向けて関門港関門航路を東進中、また、貨物船MARINE
マ リ ン

 PEACE
ピ ー ス

は、船長ほか６人

が乗り組み、大韓民国浦
ポ

項
ハン

港を出港し、愛媛県今治市今治港に向けて関門航路を東進

中、平成２２年３月２３日００時５５分２２秒ごろ、関門航路の門司埼沖において、

WIEBKE の右舷中央部と MARINE PEACE の左舷船首部とが衝突した。 
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 WIEBKE には、右舷中央部及び船尾部に擦過傷が生じ、MARINE PEACE には、左舷船

首部及び船尾部に擦過傷が生じたが、両船とも死傷者はいなかった。 

 

１.２ 船舶事故調査の概要 

1.2.1 調査組織 

運輸安全委員会は、平成２２年３月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官

（門司事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

  なお、後日、主管調査官として新たに船舶事故調査官ほか１人の船舶事故調査官

を指名した。 

 

1.2.2 調査の実施時期 

平成２２年３月２４日 現場調査及び口述聴取 

平成２２年３月２９日、３０日 口述聴取 

平成２２年５月１１日 回答書受領 

 

1.2.3 原因関係者からの意見聴取 

原因関係者から意見聴取を行った。 

 

 

２ 事実情報 

 

２.１ 事故の経過 

2.1.1 船舶自動識別装置及び航海情報記録装置の情報記録による運航経過 

本事故が発生するまでの経過は、海上保安庁関門海峡海上交通センター（以下

「関門マーチス」という。）が受信した WIEBKE（以下「Ａ船」という。）及び

MARINE PEACE（以下「Ｂ船」という。）の船舶自動識別装置（ＡＩＳ）*1 の情報記

録（以下「ＡＩＳ記録」という。）並びにＡ船の航海情報記録装置（ＶＤＲ）*2 の

情報記録（以下「ＶＤＲ記録」という。）によれば、次のとおりであった。 

なお、Ａ船のＡＩＳ記録には、Ａ船の船首方位が記録されていなかった。 

                         
*1  「船舶自動識別装置（ＡＩＳ：Automatic Identification System）」とは、船舶の識別符号、種

類、船名、船位、針路、速力等に関する情報を自動的に送受信し、船舶相互間、陸上局の航行援助

施設等との間で交換できる装置をいう。なお、船位はＧＰＳアンテナの位置である。 
*2  「航海情報記録装置（ＶＤＲ：Voyage Data Recorder）」とは、船位、針路、速力等の航海に関

する情報のほか、ＶＨＦ無線電話での交信や船橋内での音声等を回収可能なカプセル内に記録する

ことができる装置をいう。 
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(1)  Ａ船 

① 平成２２年３月２３日００時４２分０１秒ごろ、北緯３３°５６′  

２０.３″東経１３０°５６′２３.２″付近で、対地針路０４２.１°

（真方位、以下同じ。）及び対地速力８.５ノット（kn）であった。 

② ００時４７分０２秒ごろ、北緯３３°５６′５８.７″東経１３０° 

５７′０１.８″付近で、対地針路０３４.７°及び対地速力９.１kn で 

あった。 

③ ００時５３分０３秒ごろ、北緯３３°５７′３９.６″東経１３０° 

５７′３４.８″付近で、対地針路０３８.１°及び対地速力６.３kn で 

あった。 

④ ００時５４分０３秒ごろ、北緯３３°５７′４３.４″東経１３０° 

５７′３９.８″付近で、対地針路０５０.３°及び対地速力４.８kn で 

あった。 

⑤ ００時５５分０３秒ごろ、北緯３３°５７′４５.９″東経１３０° 

５７′４４.０″付近で、対地針路０５３.２°及び対地速力３.５kn で 

あった。 

⑥ ００時５５分２２秒ごろ「ズズーン」という音がした。 

⑦ ００時５５分２３秒ごろ、北緯３３°５７′４６.７″東経１３０° 

５７′４５.１″付近で、対地針路０４２.９°及び対地速力４.０kn で 

あった。 

(2)  Ｂ船 

① ００時４０分１１秒ごろ、北緯３３°５６′１５.９″東経１３０° 

５６′２４.４″付近で、船首方位０３２.０°、対地針路０４０.１°及

び対地速力６.２kn であった。 

② ００時４７分０１秒ごろ、北緯３３°５６′５４.０″東経１３０° 

５７′０１.７″付近で、船首方位０３４.０°、対地針路０３３.６°及

び対地速力８.３kn であった。 

③ ００時５３分３４秒ごろ、北緯３３°５７′３７.４″東経１３０° 

５７′３３.５″付近で、船首方位０５１.０°、対地針路０３７.８°及

び対地速力６.０kn であった。 

④ ００時５４分００秒ごろ、北緯３３°５７′３９.０″東経１３０° 

５７′３５.７″付近で、船首方位０６６.０°、対地針路０６６.０°及

び対地速力５.６kn であった。 

⑤ ００時５４分２０秒ごろ、北緯３３°５７′３９.５″東経１３０° 

５７′３８.２″付近で、船首方位０５２.０°、対地針路０６２.５°及
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び対地速力５.７kn であった。 

⑥ ００時５５分００秒ごろ、北緯３３°５７′４２.４″東経１３０° 

５７′４１.９″付近で、船首方位０４３.０°、対地針路０３９.６°及

び対地速力６.６kn であった。 

⑦ ００時５５分１７秒ごろ、北緯３３°５７′４４.２″東経１３０° 

５７′４３.１″付近で、船首方位０２８.０°、対地針路００２.３°及

び対地速力７.１kn であった。 

⑧ ００時５５分２４秒ごろ、北緯３３°５７′４４.９″東経１３０° 

５７′４３.０″付近で、船首方位０３４.０°、対地針路００６.３°及

び対地速力５.４kn であった。 

（付表１ Ａ船のＡＩＳ記録、付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録、付表３ Ａ船のＶＤＲ

記録による音声等 参照） 

 

2.1.2 乗組員の口述による事故の経過 

  本事故が発生するまでの経過は、Ａ船の船長（以下「船長Ａ」という。）及び一

等航海士並びにＢ船の船長（以下「船長Ｂ」という。）及び三等航海士の口述によ

れば、次のとおりであった。 

(1)  Ａ船 

Ａ船は、船長Ａほか１８人が乗り組み、平成２２年３月２２日１５時５８

分ごろ大韓民国馬山港を出港し、阪神港神戸区に向かった。 

船長Ａは、関門海峡西口付近に到着したので、２２時５０分ごろ昇橋して

操船の指揮を執り、二等航海士を補佐に、甲板手を手動操舵に就け、ほかに

訓練生１人を在橋させ、２３時５０分ごろＡＳライン*3 を通過したとき、関

門マーチスに位置通報を行い、関門港関門航路西口から入航し、機関を全速

力前進として同航路の右側を東進した。 

船長Ａは、北九州市門司区西海岸沖でＢ船の左舷側を追い越し、その後、

Ｂ船との船間距離が開いたものと思い、潮流及び前方の同航船にのみ注意を

向けて航行し、Ｂ船の動静は確認していなかった。 

船長Ａは、関門橋に差し掛かった頃、右転して関門航路に沿って航行する

針路としたところ、間もなく船体に軽い衝撃を感じ、Ａ船の右舷中央部とＢ

船の左舷船首部とが衝突した。 

                         
*3  「ＡＳライン」とは、関門マーチスが船舶からの位置通報を受けるために設けたラインをいう。

通報対象船舶等が、位置通報ライン通過時にＶＨＦ等により関門マーチスあてに位置通報を行うと、

関門マーチスでは、レーダー画面上で位置通報ライン付近にいる船舶の映像が位置通報を行った船

舶であることを識別し、その後、同映像の監視を行っている。 
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船長Ａは、関門マーチス等に連絡し、自力航行して門司区部埼
へ さ き

錨地で錨泊

した。 

(2)  Ｂ船 

Ｂ船は、船長Ｂほか６人が乗り組み、平成２２年３月２２日０６時００分

ごろ大韓民国浦項港を出港し、今治港に向かった。 

船長Ｂは、関門海峡に至る前から在橋して操船の指揮を執り、三等航海士

を手動操舵に、機関長を機関操縦盤に就け、２３時５０分ごろＡＳラインを

通過したとき、関門マーチスに位置通報を行い、関門航路西口から入航し、

機関を全速力前進として同航路の右側を東進した。 

船長Ｂは、関門航路第３０号灯浮標（以下、灯浮標については、「関門航

路」を省略する。）付近で機関を半速力前進として航行し、西海岸沖でＡ船

がＢ船の左舷側を追い越した。 

船長Ｂは、Ａ船が追い越したのでＡ船に接近することはないと思い、Ａ船

の右舷後方を航行中、Ａ船と接近し、関門橋西側でＢ船の船首がＡ船の右舷

船尾と並んだので、右転してＡ船との距離を隔てた。 

船長Ｂは、右転して間もなく門司埼に差し掛かった頃、Ｂ船の左舷船首が

Ａ船の右舷側に接近したので、右舵２０°をとったが、Ｂ船の左舷船首部と

Ａ船の右舷中央部とが衝突した。 

船長Ｂは、関門マーチス等に連絡し、自力航行して門司区部埼錨地で錨泊

した。 

 

本事故の発生日時は、平成２２年３月２３日００時５５分２２秒ごろで、発生場所

は、門司埼灯台から２８７°１２０ｍ付近であった。 

（付図１ 航行経路図（全体図）、付図２ 航行経路図（拡大図） 参照） 

 

２.２ 人の死亡、行方不明及び負傷に関する情報 

 死傷者はいなかった。 

 

２.３ 船舶の損傷に関する情報 

(1)  Ａ船 

右舷中央部及び船尾部に擦過傷を生じた。 

（写真２ Ａ船右舷中央部の損傷状況 参照） 

(2)  Ｂ船 

左舷船首部及び船尾部に擦過傷を生じた。 

（写真４ Ｂ船左舷船首部の損傷状況 参照） 
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２.４ 乗組員に関する情報 

(1)  性別、年齢、海技免状 

① 船長Ａ 男性 ４６歳 国籍 ドイツ連邦共和国 

締約国資格受有者承認証 船長（アンティグア・バーブーダ発給） 

交付年月日 ２００９年１２月１５日 

（２０１２年１月５日まで有効） 

② 船長Ｂ 男性 ５５歳 国籍 大韓民国 

締約国資格受有者承認証 船長（ベリーズ発給） 

交付年月日 ２００８年１２月１８日 

（２０１２年１月１０日まで有効） 

(2)  主な乗船履歴等 

① 船長Ａ 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

１９９７年に船長となり、本船には２０１０年１月から乗り組んでいた。

関門海峡の航行経験は約２０回あり、関門航路では右側を航行し、早鞆
はやとも

瀬

戸では３kn 以上の速度を保って航行すること、他船に支障を及ぼさない

ときには他船を追い越してもよいことなどを知っていた。また、早鞆瀬戸

においては、潮流の影響を受けることを知っていた。 

ｂ 健康状態 

健康状態は良好であり、疲労及び眠気はなかった。 

② 船長Ｂ 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

ａ 主な乗船履歴 

２００４年に船長となり、本船には２００９年２月から乗り組んでいた。

関門海峡の航行経験は数え切れないほどあり、関門航路では右側を航行し、

早鞆瀬戸では３kn 以上の速度を保って航行すること、他船に支障を及ぼ

さないときには他船を追い越してもよいことなどを知っていた。また、早

鞆瀬戸では、潮流の影響を受けて操船が難しいことも知っていた。 

ｂ 健康状態 

健康状態は良好であり、疲労及び眠気はなかった。 

 

２.５ 船舶等に関する情報 

2.5.1 船舶の主要目 

(1) Ａ船 
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ＩＭＯ番号  ９１９７４７８ 

船 籍 港  セント・ジョンズ（アンティグア・バーブーダ）  

船舶所有者  HLL Heavy Lift+Load WIEBKE GmbH & Co.KG,（ドイツ連邦

共和国） 

船   級  GERMANISCHER LLOYD（GL） 

総 ト ン 数  ８,３９７トン 

Ｌ×Ｂ×Ｄ  １５１.６７ｍ×２０.４０ｍ×１０.５０ｍ 

船   質  鋼 

機   関  ディーゼル機関１基 

出   力  ９,４５０kＷ（連続最大） 

推 進 器  可変ピッチプロペラ１個 

乗 組 員  １９人（ドイツ連邦共和国籍２人（船長Ａ及び機関長）、

フィリピン共和国籍１７人） 

(2)  Ｂ船 

ＩＭＯ番号  ８８１０３５８ 

船 籍 港  ベリーズ 

船舶所有者  HONG KONG GOTO BUTSURYU,LTD（中華人民共和国香港特別

行政区） 

船   級  BUREAU VERITAS（BV） 

総 ト ン 数  ４３０トン 

Ｌ×Ｂ×Ｄ  ５８.５０ｍ×９.５０ｍ×５.２５ｍ 

船   質  鋼 

機   関  ディーゼル機関１基 

出   力  ７３５kＷ（連続最大） 

推 進 器  固定ピッチプロペラ１個 

乗 組 員  ７人（大韓民国籍２人（船長Ｂ及び機関長）、インドネシ

ア共和国籍２人、ミャンマー連邦共和国籍３人） 

 

2.5.2 積載状態 

(1)  Ａ船 

船長Ａの口述によれば、鋼製品約１,０４８ｔを積載し、喫水は、船首 

５.７０ｍ、船尾６.１０ｍであった。 

(2)  Ｂ船 

     船長Ｂの口述によれば、鋼材約７２５ｔを積載し、喫水は、船首２.７０

ｍ、船尾３.９０ｍであった。 
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2.5.3 船舶に関するその他の情報 

(1)  Ａ船 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

船橋は、船首部に配置され、ジャイロコンパス、レーダー２台、ＧＰＳプ

ロッター２台、ＡＩＳ及びＶＤＲが装備されていた。マスト灯２個、両舷灯

及び船尾灯を表示していた。また、本事故当時、船体、機関及び機器類に不

具合又は故障はなかった。 

(2)  Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

船橋は、船尾部に配置され、ジャイロコンパス、レーダー、ＧＰＳプロッ

ター及びＡＩＳが装備されていた。マスト灯２個、両舷灯及び船尾灯を表示

していた。また、本事故当時、船体、機関及び機器類に不具合又は故障はな

かった。 

 （写真１ Ａ船、写真３ Ｂ船 参照） 

 

２.６ 事故水域に関する情報 

2.6.1 瀬戸内海水路誌による関門海峡の概況 

海上保安庁刊行の瀬戸内海水路誌には、次のとおり記載されており、英文による

ものも刊行されている。 

  (1) 関門海峡概要 

海峡のほとんどが関門港の港域で、港則法により関門航路が定められて

いる。この海峡は湾曲部が多く、可航幅は広いところで１Ｍ前後、最狭部

は約５００ｍにすぎない。潮流は強く、船舶交通量も極めて多い。海峡及

びその周辺には１０の港区及び７つの航路があり、２００を超えるバース

がある。多数の海峡通航船舶に加えて、各航路及びバースの出入船及び漁

船等でふくそうする。関門海峡は、国内有数の難所で、しばしば衝突など

の海難が発生しているので十分な注意が必要である。船舶は関門海峡内で

は港則法など法令に定める交通方法に従って航行しなければならない。 

(2) 通航上の注意 

早鞆瀬戸 

この瀬戸は大小船舶が集中する関門海峡第一の難所である。海峡の最狭部

で屈曲し強潮流があり、船上から見ると河流のような境界が認められる。漁

船、遊漁船は潮流の弱い時間帯に集中する。憩流時前後は大型船も集中する。 
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2.6.2  関門海峡潮流図による潮流の概況 

 海上保安庁刊行の関門海峡潮流図によれば、早鞆瀬戸は潮流が最も強く、西流最

強時１時間前の潮流は約４.８～５.８kn であり、また、山口県下関市側の関門航

路の中央寄りの潮流が強く、門司側の航路側線付近の潮流が弱くなっている。 

（付図３ 関門海峡潮流図 参照） 

 

 2.6.3  早鞆瀬戸における潮流の状況 

第七管区海上保安本部の情報によれば、次のとおりであった。 

早鞆瀬戸では、北九州市門司区及び下関市壇之浦のほぼ高潮時に西流が最強とな

り、ほぼ低潮時に東流が最強となる。 

早鞆瀬戸の門司埼付近における潮流の流速が最も速い範囲（最強流速域）は、次

のとおりであり、門司埼沖から伸びる潮目の北ないし西側（航路中央寄り）に拡 

がっている。また、潮目の付近では流速差が大きく、西流時においては、潮目の南

東側に当たる門司側の航路側線付近では、流速が大幅に低下し、潮流の影響が少な

くなっている。 

(1) 東流時 

門司埼付近から下関寄りの関門航路に沿って北東に約１,２００ｍ、幅約

２００～３００ｍの範囲 

(2) 西流時 

門司埼付近から下関寄りの関門航路に沿って南西に約２,０００ｍ、幅約

１５０～３００ｍの範囲 

（付図４ 関門港門司埼付近における潮流分布図（西流７kn 時）、付図５ 関門港

門司埼付近における潮流分布図（東流６kn 時） 参照） 

 

２.７ 気象及び海象に関する情報 

2.7.1  気象観測値及び潮汐 

   (1)  気象観測値  

      本事故現場の西約３㎞に位置する下関地方気象台による本事故発生時間帯

の気象観測値は、次のとおりであった。 

００時００分 風向 東南東、風速 １.６m/s、気温 １１.３℃ 

０１時００分 天気 しゅう雨、風向 東、風速 ２.０m/s、気温 １０.５ 

℃、降水量 ０㎜ 

   (2) 潮汐  

海上保安庁刊行の潮汐表によれば、早鞆瀬戸における潮流は、２３日０２

時１４分ごろが西流最強時の約６.２kn であり、本事故現場付近における本
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事故当時の潮汐は高潮時であった。 

 

2.7.2  乗組員の観測 

(1) 船長Ａ及び船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

天気 小雨、風 ほとんどなし、視界 良好、波 ほとんどなし、潮流 

約５kn の西流 

(2) 船長Ａの口述によれば、火ノ山下潮流信号所の電光板表示により、早鞆瀬

戸における事故当時の潮流は、約５kn の西流であった。また、Ａ船は、左

右への圧流は余りなかったが、関門橋付近から速力が低下した。 

(3) 船長Ｂの口述によれば、火ノ山下潮流信号所の電光板表示により、早鞆瀬

戸における事故当時の潮流は、約５kn の西流であった。 

(4) Ｂ船の三等航海士の口述によれば、手動操舵中、潮流の強さを感じ、右舵

約２～３°の当て舵をとっていた。 

 

２.８ ＶＨＦによる交信に関する情報 

(1) Ａ船 

船長Ａの口述によれば、次のとおりであった。 

① Ｂ船とはＶＨＦによる交信はしなかった。 

② 関門マーチスは、関門航路航行船に対し「座礁船の移動作業が行われてい

るため、第２４号灯浮標と第３０号灯浮標の間の追い越しを禁止する。その

後、追い越し禁止を解除する」旨の情報提供を行っていた。 

(2) Ｂ船 

船長Ｂの口述によれば、次のとおりであった。 

① Ａ船とはＶＨＦによる交信はしなかった。 

② 関門マーチスから関門航路航行船に対し、座礁船の移動作業が行われてい

るため、第２４号灯浮標と第３０号灯浮標の間の追い越しを禁止する。その

後、追い越し禁止を解除すると情報提供を行っていた。 

(3) 関門マーチスからの情報提供 

関門マーチスの回答書によれば、次のとおりであった。 

① 関門マーチスは、Ａ船及びＢ船がＡＳラインでの位置通報を行ったとき、

両船に対し、第２３号灯浮標付近で座礁船の移動作業が行われているため、

第２４号灯浮標と第３０号灯浮標の間は追い越しができないと情報提供を 

行った。 

② ３月２３日００時４５分から００時５５分までの間は、関門マーチスと 

Ａ船及びＢ船との間でＶＨＦによる交信又は喚呼は行われなかった。 
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３ 分 析 
 

３.１ 事故発生の状況 

3.1.1  事故発生に至る経過 

２.１及び２.６～２.８から、次のとおりであったものと考えられる。 

(1)  Ａ船 

① 船長Ａは、２２時５０分ごろ昇橋して操船の指揮を執り、二等航海士を

補佐に、甲板手を手動操舵に就け、関門港関門航路西口から入航し、機関

を全速力前進として同航路の右側を東進した。 

② Ａ船は、００時４２分ごろ、門司埼灯台から２２０°１.８２海里（Ｍ）

（３,３７０ｍ）付近において、対地針路*4 約０４２°及び対地速力約 

８.５kn で第３０号灯浮標付近を通過した。 

③ 船長Ａは、００時４７分ごろ、門司埼灯台から２４７°０.６８Ｍ 

（１,２６０ｍ）付近の西海岸沖において、Ｂ船の左舷側を追い越したの

ち、Ｂ船とはかなり船間距離が開いていると思い込み、潮流及び前方の同

航船のみに注意を向けて航行した。 

④ 船長Ａは、００時５３分ごろ、門司埼灯台から２３０°０.４１Ｍ 

（７６０ｍ）付近において関門橋に差し掛かり、対地針路約０３８°及び

対地速力約６.３kn で航行中、関門航路に沿って航行するために右転した。 

⑤ Ａ船は、関門橋を通過し、００時５４分ごろ、門司埼灯台から２６４°

１９０ｍ付近の早鞆瀬戸の門司埼沖において、対地針路約０５０°及び対

地速力約４.８kn で航行した。 

⑥ Ａ船は、００時５５分２２秒ごろＢ船と衝突して「ズズーン」という衝

撃音が発生した。 

⑦ Ａ船は、００時５５分２３秒ごろ、門司埼灯台から３３０°１００ｍ付

近において、対地針路０４２.９°及び対地速力４.０kn で航行した。 

(2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、関門海峡に至る前から在橋して操船の指揮を執り、三等航海

士を手動操舵に、機関長を機関操縦盤に就け、関門航路西口から入航し、

機関を全速力前進として同航路の右側を東進した。 

                         
*4

 （注）① 対地針路の度数は、ＡＩＳ記録の小数点第１位を四捨五入したものは「約」を付してい

る。 

② 記載した時刻におけるＡＩＳ記録がある場合には、対地速力（①の場合を除く。）及び

船首方位には「約」を付さず、記載した時刻におけるＡＩＳ記録がない場合には、その時

刻の近傍のＡＩＳ記録による対地速力及び対地針路を記載したことから、それぞれに

「約」を付している。 
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② 船長Ｂは、００時４０分ごろ、門司埼灯台から２２４°２.０３Ｍ 

（３,７６０ｍ）付近において、船首方位約０３２°、対地針路約   

０４０°及び対地速力約６.２kn で第３０号灯浮標付近を通過したとき、

機関を半速力前進とした。 

③ 船長Ｂは、００時４７分ごろ、門司埼灯台から２１７°１.０４Ｍ 

（１,９３０ｍ）付近の西海岸沖において、Ａ船がＢ船の左舷側を追い越

したので、Ａ船とは接近することはないものと思い込み、Ａ船の右舷後方

を航行した。 

④ 船長Ｂは、００時５３分３４秒ごろ、門司埼灯台から２４０°４００ｍ

付近の関門橋の西側において、船首方位０５１°、対地針路約０３８°及

び対地速力６.０kn で航行中、Ｂ船の船首がＡ船の右舷船尾と並んだので

右転してＡ船との船間距離を隔てた。 

⑤ Ｂ船は、００時５４分ごろ、門司埼灯台から２４２°１８０ｍ付近で関

門橋に差し掛かり、船首方位０６６°、対地針路０６６°及び対地速力 

５.６kn で航行した。 

⑥ Ｂ船は、００時５４分２０秒ごろ、門司埼灯台から２３６°２７０ｍ付

近において関門橋を通過し、船首方位０５２°、対地針路約０６３°及び

対地速力５.７kn で航行した。 

⑦ Ｂ船は、００時５５分ごろ、門司埼灯台から２５０°１４０ｍ付近にお

いて、船首方位０４３°、対地針路約０４０°及び対地速力６.６kn で航

行中、潮流の影響を受けて船首が左に振られてＡ船に接近した。 

⑧ Ｂ船は、００時５５分１７秒ごろ、門司埼灯台から２７４°１００ｍ付

近において、船首方位０２８°、対地針路約００２°及び対地速力７.１

kn となり、Ｂ船の左舷船首部とＡ船の右舷側とが接近したので、右舵約

２０°をとったが、００時５５分２２秒ごろＡ船と衝突した。 

⑨ Ｂ船は、００時５５分２４秒ごろ、門司埼灯台から２８５°１１０ｍ付

近において、船首方位０３４°、対地針路約００６°及び対地速力５.４

kn で航行した。 

 

3.1.2  事故発生日時及び場所 

２.１から、次のとおりであったものと考えられる。 

本事故の発生日時は、Ａ船のＶＤＲ記録による衝撃音の発生日時から、平成２２

年３月２３日００時５５分２２秒ごろで、発生場所は、衝撃音の発生日時における

ＡＩＳ記録中のＡ船及びＢ船の位置情報にＧＰＳアンテナの設置場所から衝突箇所

までの方位及び距離を勘案し、門司埼灯台から２８７°１２０ｍ付近であったもの
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と考えられる。 

 

3.1.3  衝突の状況 

２.１から、本事故発生時における両船の状況は、次のとおりであったものと考

えられる。 

Ａ船は、対地針路約０４３°及び対地速力約４.０kn で航行中、Ｂ船は、船首方

位０２８～０３４°、対地針路約００２～約００６°及び対地速力約５.４～７.１

kn で航行中、Ａ船の右舷中央部とＢ船の左舷船首部とが衝突したものと考えられ

る。 

 

3.1.4  Ａ船及びＢ船の相対位置関係 

2.1.1 から、Ａ船から見たＢ船の方位及び距離は、次のとおりであったものと考

えられる。 

時 刻 
Ａ船からのＢ船

の方位（°） 

Ａ船からＢ船までの距離 

（Ｍ）    （ｍ） 

00:47 181 0.078 144 

00:51 188 0.088 163 

00:53 211 0.092 170 

00:53:33 219 0.090 167 

00:54 211 0.109 202 

00:55 207 0.065 120 

00:55:23 224 0.042  78 

      （注）方位及び距離は、両船のＧＰＳアンテナ間の方位及び距離である。 

 

３.２ 事故要因の解析 

3.2.1 乗組員及び船舶の状況 

(1) 乗組員の状況 

 ２.４から、船長Ａ及び船長Ｂは、いずれも適法で有効な締約国資格受有

者承認証を有していた。 

(2)  船舶の状況 

2.5.3 から、Ａ船及びＢ船は、船体及び機器類に不具合又は故障はなかっ

たものと考えられる。 

 

3.2.2 気象及び海象に関する解析 

２.７から、次のとおりであったものと考えられる。 
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天気は小雨、風はほとんどなし、視界は良好、波はほとんどなし、早鞆瀬戸にお

ける潮流は約５kn の西流、潮汐は高潮時であった。 

 早鞆瀬戸の門司埼沖における潮流の最強流速域は、関門航路中央寄りに拡がり、

門司埼沖の潮目付近では流速差が大きく、潮目の門司側の関門航路側線付近は関門

航路中央寄りに比べて流速が遅くなっていた。 

 

3.2.3  潮流の影響に関する解析 

  2.1.1、２.６及び２.７から、潮流の影響による速力及び船首方位の変化は、次

のとおりであったものと考えられる。 

 ＡＩＳ記録による速力等の状況 

(1) Ａ船 

Ａ船の関門橋付近での対地針路及び対地速力は、次表のとおりであり、Ａ

船は、００時５１分ごろから潮流の影響を受けて速力の低下が始まり、００

時５３分ごろ関門橋付近で対地速力が約６.３kn に低下し、その後も対地速力

は低下して００時５５分ごろには約３.５kn となった。 

また、Ａ船は、船首方位が記録されていなかったが、対地針路の変化状況

から、船首方位の変化は後記②のＢ船に比べて少なかった。    

時 刻 対地針路 

（°） 

対地速力 

（kn） 

備 考 

00:47 約 035 約 9.1  

00:51 約 031 約 7.9  

00:53 約 038 約 6.3 関門橋付近、右転 

00:54 約 050 約 4.8 関門橋を通過 

00:55 約 053 約 3.5  

 

(2) Ｂ船 

Ｂ船の関門橋付近での船首方位及び対地速力は、次表のとおりであり、Ｂ船

は、Ａ船よりも東側（門司寄り）を航行し、００時４７分ごろ約８.３kn で 

あったものが、００時５３分ごろ関門橋に差し掛かった頃に対地速力が約 

６.１kn に低下し、さらに、００時５４分ごろの関門橋通過時には５.６kn ま

で低下したが、その後は、００時５５分ごろに６.６kn、本事故発生直前の 

００時５５分１７秒ごろには７.１kn となっており、Ａ船に比べて潮流の影響

による速力の低下が少なかった。 
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時 刻 船首方位 

（°） 

対地速力 

（kn） 

備 考 

00:47 約 034 約 8.3  

00:51 約 030 約 7.5  

00:53 約 043 約 6.1 関門橋付近 

00:54 066 5.6 関門橋を通過 

00:55 043 6.6  

00:55:17 028 7.1 衝突直前 

 

しかし、Ｂ船の船首方位は、衝突前の００時５５分ごろ０４３°であったも

のが、００時５５分１７秒ごろには０２８°となり、１７秒間で船首が１５°

左方に振られた。 

 

以上のことから、Ａ船は、関門航路の中央寄りを航路に沿って東進したことから、

西流の最強潮流域に入って対地速力が低下したが、潮流の流速差が大きくなっている

潮目を通過しなかったことから、潮流によって船首が左に振れることはＢ船に比べて

少なかった。 

一方、Ｂ船は、Ａ船に一旦は追い越されたが、Ａ船よりも東側（門司側の航路側線

寄り）を航行したことから、潮流による対地速力の低下が少なく、Ａ船よりも対地速

力が速くなり、Ｂ船がＡ船を追い越す態勢となった。さらに、船首が、門司埼沖から

南西方に伸びる潮目に進入して右舷船首方から強い潮流を受けるようになって左方に

振られ、Ｂ船が左舷側のＡ船に接近した。 

 

3.2.4  操船の状況 

  ２.１、３.１、3.2.2 及び 3.2.3 から、次のとおりであったものと考えられる。 

  (1) Ａ船 

① 船長Ａは、操船の指揮を執り、二等航海士を補佐に、甲板手を手動操舵

に就け、関門航路の右側を東進中、００時４７分ごろ、門司埼灯台から 

２４７°０.６８Ｍ（１,２６０ｍ）付近の西海岸沖において、Ｂ船の左舷

側を追い越したのち、Ｂ船とはかなり船間距離が開いていると思い込み、

潮流及び前方の同航船に注意を向けて航行した。 

② Ａ船は、００時５１分ごろから潮流の影響を受けて速力の低下が始まり、

００時５３分ごろ対地速力約６.３kn で航行中に関門航路に沿って航行す

るために右転した。 

③ Ａ船は、００時５４分ごろ対地速力約４.８kn で航行し、対地速力約 
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４.０kn で航行中に衝突した。 

(2)  Ｂ船 

① 船長Ｂは、操船の指揮を執り、三等航海士を手動操舵に、機関長を機関

操縦盤に就け、関門航路の右側を東進中、００時４７分ごろ、門司埼灯台

から２１７°１.０４Ｍ（１,９３０ｍ）付近の西海岸沖において、Ａ船が

Ｂ船の左舷側を追い越したので、Ａ船とは接近することはないものと思い

込み、Ａ船の右舷後方を航行した。 

② 船長Ｂは、００時５３分３４秒ごろ、門司埼灯台から２４０°４００ｍ

付近の関門橋の西側において、Ｂ船の船首がＡ船の右舷船尾と並んだので

右転してＡ船との船間距離を隔てた。 

③ Ｂ船は、００時５４分ごろ対地速力５.６kn で航行し、００時５５分ご

ろ対地速力６.６kn で航行中に船首が左方に振られてＡ船に接近したのち、

右舵約２０°をとったが衝突した。 

 

3.2.5 事故発生に関する解析 

  ２.１、２.６～２.８、３.１及び 3.2.3 から、次のとおりであったものと考えら

れる。 

(1) Ａ船 

① 船長Ａは、操船の指揮を執り、二等航海士を補佐に、甲板手を手動操舵

に就け、関門港関門航路西口から入航して同航路の右側を東進した。 

② Ａ船は、００時４２分ごろ、門司埼灯台から２２０°１.８２Ｍ  

（３,３７０ｍ）付近において、対地針路約０４２°及び対地速力約８.５

kn で第３０号灯浮標付近を通過した。 

③ 船長Ａは、００時４７分ごろ、門司埼灯台から２４７°０.６８Ｍ 

（１,２６０ｍ）付近の西海岸沖において、Ｂ船の左舷側を追い越したの

ち、Ｂ船とはかなり船間距離が開いていると思い込み、潮流及び前方の同

航船に注意を向けて航行した。 

④ Ａ船は、００時５１分ごろから潮流の影響を受けて速力の低下が始まり、

００時５３分ごろ、門司埼灯台から２３０°０.４１Ｍ（７６０ｍ）付近

において関門橋付近に差し掛かり、対地針路約０３８°及び対地速力が約

６.３kn で航行中、関門航路に沿って航行するために右転した。 

⑤ Ａ船は、関門橋を通過し、００時５４分ごろ、門司埼灯台から２６４°

１９０ｍ付近の早鞆瀬戸の門司埼沖において、対地針路約０５０°及び対

地速力約４.８kn で航行した。 

⑥ Ａ船は、００時５５分２２秒ごろＢ船と衝突して「ズズーン」という衝
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撃音が発生した。 

⑦ Ａ船は、関門航路の中央寄りを航路に沿って東進したことから、西流の

最強潮流域に入って対地速力が低下したが、潮流の流速差が大きくなって

いる潮目を通過しなかったことから、潮流の影響を受けて船首が左に振ら

れることはＢ船に比べて少なかった。 

(2) Ｂ船 

① 船長Ｂは、関門海峡に至る前から在橋して操船の指揮を執り、三等航海

士を手動操舵に、機関長を機関操縦盤に就け、関門航路西口から入航して

同航路の右側を東進した。 

② 船長Ｂは、００時４０分ごろ、門司埼灯台から２２４°２.０３Ｍ 

（３,７６０ｍ）付近において、船首方位約０３２°、対地針路約   

０４０°及び対地速力約６.２kn で第３０号灯浮標付近を通過したとき、

機関を半速力前進とした。 

③ 船長Ｂは、００時４７分ごろ、門司埼灯台から２１７°１.０４Ｍ 

（１,９３０ｍ）付近の西海岸沖において、Ａ船がＢ船の左舷側を追い越

したので、Ａ船とは接近することはないものと思い込み、Ａ船の右舷後方

を航行した。 

④ Ｂ船は、Ａ船よりも東側（門司寄り）を航行したので、西流の最強流速

域に入らなかったことから、潮流による対地速力の低下がＡ船に比べて少

なく、Ａ船よりも対地速力が速くなり、Ｂ船がＡ船を追い越す態勢となっ

た。 

⑤ 船長Ｂは、００時５３分３４秒ごろ、門司埼灯台から２４０°４００ｍ

付近の関門橋の西側において、船首方位０５１°、対地針路約０３８°及

び対地速力６.０kn で航行中、Ｂ船の船首がＡ船の右舷船尾と並んだので

右転してＡ船との船間距離を隔てた。 

⑥ Ｂ船は、００時５４分ごろ、門司埼灯台から２４２°１８０ｍ付近で関

門橋に差し掛かり、船首方位０６６°、対地針路０６６°及び対地速力 

５.６kn で航行した。 

⑦ Ｂ船は、００時５４分２０秒ごろ、門司埼灯台から２３６°２７０ｍ付

近において関門橋を通過し、船首方位０５２°、対地針路約０６３°及び

対地速力５.７kn で航行した。 

⑧ Ｂ船は、００時５５分ごろ、門司埼灯台から２５０°１４０ｍ付近にお

いて、船首方位０４３°、対地針路約０４０°及び対地速力６.６kn で航

行中、船首が門司埼沖の潮流の流速差が大きくなっている潮目に進入した

ことから、右舷船首に強い潮流を受けることになって左方に振られたこと
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から、左舷側のＡ船に接近した。 

⑨ 船長Ｂは、００時５５分１７秒ごろ、門司埼灯台から２７４°１００ｍ

付近において、船首方位０２８°、対地針路約００２°及び対地速力  

７.１kn で航行中、Ｂ船の左舷船首部とＡ船の右舷側とが接近したので、

右舵約２０°をとったが、００時５５分２２秒ごろＡ船と衝突した。 

 

 

４ 原 因 

 

本事故は、夜間、早鞆瀬戸における潮流が西流の約５kn である状況下、関門港関

門航路の早鞆瀬戸の門司埼沖において、Ａ船が同航路の中央寄りを、Ｂ船が門司側寄

りをＡ船の右舷後方から追い越す態勢となって共に北東進中、Ｂ船が、船首を左方に

振られたため、Ａ船に接近して両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

Ｂ船が、船首を左方に振られたのは、Ａ船を追い越す態勢でＡ船の東側を航行中、

船首が潮流の流速差が大きくなっている潮目に進入して右舷船首に強い潮流を受ける

ようになったことによるものと考えられる。 

Ｂ船がＡ船の右舷後方から追い越す態勢となったのは、Ａ船が、関門航路の中央寄

りを航行していたことから、西流の最強潮流域に入って対地速力が低下する一方で、

Ｂ船が、Ａ船の東側を航行して最強潮流域に入らなかったことから、Ａ船よりも対地

速力が速くなったことによるものと考えられる。 

 

 

５ 所 見 

 

本事故は、夜間、早鞆瀬戸における潮流が西流の約５kn である状況下、関門航路

の早鞆瀬戸の門司埼沖において、Ａ船が同航路の中央寄りを、Ｂ船が同航路の門司側

寄りを共に北東進中、Ｂ船が、Ａ船の右舷後方から追い越す態勢であったところ、船

首が潮流の流速差が大きくなっている潮目に進入し、右舷船首に強い潮流を受けるよ

うになって左方に振られ、左舷側のＡ船に接近して両船が衝突したことにより発生し

たものと考えられる。 

船舶は、西流時に関門航路の早鞆瀬戸の門司埼沖を東行する場合、同航路の門司側

寄りでは中央寄りに比べて潮流の流速が遅いことから、本事故のように門司側寄りを

航行している船舶が中央寄りを航行している先行する船舶に接近し、並列又は追越し
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する状態が発生することがある。 

このような状態で関門航路の門司埼沖を航行している船舶は、潮目に進入すると潮

流の流速差が大きいほど船首に強い潮流を受けて左方に大きく振られ、同航路の中央

寄りを航行している船舶に接近して衝突する危険性があるので注意を必要とする。 

したがって、船舶は、夜間には門司埼沖の潮目の判別ができにくいので、可能な限

り、先行船の正船尾方を安全な距離を保って航行するとともに、先行船が潮目に進入

すれば速力の低下及び針路の変化が生じることがあるので、これらについて適切な見

張りを行って慎重に操船する必要があるものと考えられる。 
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付図４ 関門港門司埼付近における潮流分布図 
（西流７kn 時） 

（資料提供:第七管区海上保安本部海洋情報部）       
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付図５ 関門港門司埼付近における潮流分布図 
（東流６kn 時） 

                            （資料提供: 第七管区海上保安本部海洋情報部） 
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付表１ Ａ船のＡＩＳ記録 
 

時 刻 

（時:分:秒） 

緯度（北緯） 

（°-′-″） 

経度（東経）

（°-′-″）

船首方位

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力

（kn） 

00:42:01 033-56-20.3 130-56-23.2 511 042.1 8.5 

00:47:02 033-56-58.7 130-57-01.8 511 034.7 9.1 

00:51:03 033-57-28.3 130-57-24.3 511 031.0 7.9 

00:53:03 033-57-39.6 130-57-34.8 511 038.1 6.3 

00:53:33 033-57-41.6 130-57-37.5 511 054.5 5.8 

00:54:03 033-57-43.4 130-57-39.8 511 050.3 4.8 

00:54:33 033-57-44.6 130-57-42.1 511 054.0 4.2 

00:55:03 033-57-45.9 130-57-44.0 511 053.2 3.5 

00:55:12 033-57-46.3 130-57-44.5 511 045.7 3.7 

00:55:23 033-57-46.7 130-57-45.1 511 042.9 4.0 

00:55:33 033-57-47.3 130-57-45.6 511 046.0 4.1 

＊ 船首方位はエラー表示。 

 

付表２ Ｂ船のＡＩＳ記録 

時 刻 

（時:分:秒） 

緯度（北緯） 

（°-′-″） 

経度（東経）

（°-′-″）

船首方位

（°） 

対地針路 

（°） 

対地速力

（kn） 

00:40:11 033-56-15.9 130-56-24.4 032.0 040.1 6.2 

00:47:01 033-56-54.0 130-57-01.7 034.0 033.6 8.3 

00:51:10 033-57-23.1 130-57-23.4 030.0 032.3 7.5 

00:53:14 033-57-35.8 130-57-32.1 043.0 030.3 6.1 

00:53:34 033-57-37.4 130-57-33.5 051.0 037.8 6.0 

00:54:00 033-57-39.0 130-57-35.7 066.0 066.0 5.6 

00:54:20 033-57-39.5 130-57-38.2 052.0 062.5 5.7 

00:54:44 033-57-41.1 130-57-40.4 047.0 050.2 6.2 

00:55:00 033-57-42.4 130-57-41.9 043.0 039.6 6.6 

00:55:17 033-57-44.2 130-57-43.1 028.0 002.3 7.1 

00:55:24 033-57-44.9 130-57-43.0 034.0 006.3 5.4 

00:55:34 033-57-45.7 130-57-43.0 065.0 038.7 3.0 
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付表３ Ａ船のＶＤＲ記録による音声等 
 

日本標準時 

(時:分:秒) 

ＶＨＦ使 

用の有無 
発声者 音声等の内容 

23:49:02 ○ Ａ船 関門マーチス、こちら WIEBKE です。 

23:49:06 ○ 関門マーチス

WIEBKE、チャンネルを２２へ、・・座礁船

がある・・追い越し禁止である。（混信に

より不明） 

23:59:22 ○ 関門マーチス

巌流島から関門航路２３号ブイにかけて航

行中の東航、西航各船へ、現在２３号ブイ

と２５号ブイの間で座礁船の引出作業を

行っている。航行する際は十分に注意して

下さい。 

00:11:32 ○ 関門マーチス

各船へ、関門航路２３号ブイ付近で座礁船

の引出作業を行っている。チャンネルを

１４へ切り換えて下さい。 

00:28:42 ○ 関門マーチス WIEBKE、チャンネルを２２へ。 

00:34:32 ○ 関門マーチス
各船へ、関門航路２４号ブイ付近の追い越

し禁止は解除されました。 

00:43:17 ○ 関門マーチス WIEBKE、チャンネルを１４へ。 

00:50:04 ○ 関門マーチス

西航各船、反航船が混み合っている。ま

た、西流の関係で反航船が中央に出ている

ので右側航行して下さい。 

00:55:22   「ズズーン」（衝突時の衝撃音） 

00:56:17 ○ Ａ船 
関門マーチス、MARINE PEACE が本船の右

舷側に衝突した。 

00:56:32 ○ 関門マーチス WIEBKE、部埼錨地にアンカーして下さい。

00:56:57 ○ Ａ船 MARINE PEACE。（応答なし） 
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写真１ Ａ船 
 

 

       

写真２ Ａ船右舷中央部の損傷状況 
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写真３ Ｂ船 
 

 

 

写真４ Ｂ船左舷船首部の損傷状況 

 

 

 




